
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経済的に困難な状況にある学生にも職業に必要な

技能・技術を習得する機会の拡大を図ることを目

的として、認定要件を満たすことで 入校料及び

（年間）授業料の全額、３分の２、３分の１のいず

れか減免が適用される制度です。 

多子世帯 

 

専門課程 

■生産機械技術科 

■電子情報技術科 

専門課程活用型     

デユアルシステム 
■デジタルサポ-ト

システム科 

■電子情報技術科 

※扶養する「子ども」の人数が３人以上である場合、授業料等減免の多子世帯に該当します。 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生計維持者の合計 ：５，０００万円未満     

※多子世帯は ３億円未満    

多子世帯 所得制限なし 全額（上限の範囲内） 


